
所得割額の計算基礎は所得金額です。
所得金額は、所得の種類ごとに前年中の収入金額から、その収入を得るために要した
経費などを差し引いて算出します。

次のような所得は、収入金額に係らず非課税とされていることから、個人住民税の
課税対象とはなりません。
 ・傷病者や遺族などが受け取る恩給や年金
 ・給与所得者の出張旅費、通勤手当（通勤距離に応じ、一定の限度額まで）
 ・損害保険金、損害賠償金、慰謝料など
 ・災害支援金、災害見舞金
 ・児童手当、児童扶養手当

所得の種類と所得金額の計算方法

所得の種類 所得金額の計算方法

非課税所得について

利子所得 公債、社債、預貯金などの利子 収入金額＝利子所得の金額

配当所得 株式や出資の配当など
収入金額－株式などの元本取得のために要した
負債の利子＝配当所得の金額

不動産所得 地代、家賃など 収入金額－必要経費＝不動産所得の金額

事業所得
事業をしている場合に生じる所
得

収入金額ー必要経費＝事業所得の金額

給与所得 給料、賃金、賞与など 収入金額ー給与所得控除額＝給与所得の金額

雑
所
得

公的年金 厚生年金や国民年金等の収入
＊ 障害者年金、遺族年金は含まない

収入金額－公的年金控除額＝公的年金に係る雑
所得の金額

業 務
講演料、原稿料、報酬、ネットオー
クションなどを利用した個人取引等
の副収入

収入金額－必要経費＝業務に係る雑所得金額

その他
生命保険等に基づく個人年金等
上記以外のものによる収入

収入金額－必要経費＝その他に係る雑所得金額

総
合
譲
渡

短 期
車両や機械、骨とう品など（取得か
ら５年以内のもの）を売買した時の
収入

収入金額－資産の取得費などの経費－特別控除
額（最大５０万円）＝所得金額

長 期
車両や機械、骨とう品など（取得か
ら５年を超えるもの）を売買した時
の収入

収入金額－必要経費－特別控除（最大５０万
円）×１／２＝所得金額

一時所得
賞金、懸賞当選金、生命保険契
約等に基づく一時金などの収入



・給与所得控除について、５５万円の最低保障額を６５万円に引き上げる （令和７年度税制改正）
＊ 複数の会社から給与がある場合は、すべての給与収入を合計した金額が給与収入金額になります。

  総収入金額ー給与所得控除額＝給与所得の金額

給与収入金額１９０万円超の
場合の所得控除額に改正はなし

給与所得の計算方法

給与所得控除額
改正後 改正前

給与等の収入金額（年収）

１６２．５万円以下 ５５万円

１６２．５万円超１８０万円以下
収入金額×40％
－１０万円

１８０万円超１９０万円以下
収入金額×30％
＋８万円

１９０万円超３６０万円以下 給与の収入金額×30％＋８万円

３６０万円超６６０万円以下 給与の収入金額×20％＋44万円

６６０万円超８，４９９，９９９円以下 給与の収入金額×10％＋110万円

８５０万円超 １９５万円

６５万円



公的年金等に係る雑所得の計算方法

まで 円 円 円
1,300,000円～
  4,099,999円 円 円 円
4,100,000円～

円 円 円
7,700,000円～

円 円 円

円 円 円

まで 円 円 円
3,300,000円～
  4,099,999円 円 円 円
4,100,000円～

円 円 円
7,700,000円～

円 円 円

円 円 円

計算例

 公的年金等に係る雑所得「以外」の合計所得金額が1,000万円以下である場合の公的
 年金等に係る雑所得の金額

3,000,000円×0.75－275,000円＝1,975,000円 （1円未満の端数切捨て）
 

１月１日現在で６５歳「未満」の方
公的年金等の雑所得「以外」の所得に係る合計所得金額

１,０００万円以下
１,０００万円超          
２,０００万円以下

２,０００万円超

1,300,000円 （Ａ－600,000円） （Ａ－500,000円） （Ａ－400,000円）

（Ａ×0.75－275,000円） （Ａ×0.75－175,000円） （Ａ×0.75－75,000円）

（Ａ×0.85－685,000円） （Ａ×0.85－585,000円） （Ａ×0.85－485,000円）

7,699,999円
（Ａ×0.95－1,455,000円） （Ａ×0.95－1,355,000円） （Ａ×0.95－1,255,000円）

9,999,999円
10,000,000円 （Ａ－1,955,000円） （Ａ－1,855,000円） （Ａ－1,755,000円）

以上

１月１日現在で６５歳「以上」の方
公的年金等の雑所得「以外」の所得に係る合計所得金額

１,０００万円以下
１,０００万円超          
２,０００万円以下

２,０００万円超

3,300,000円 （Ａ－1,100,000円） （Ａ－1,000,000円） （Ａ－900,000円）

（Ａ×0.75－275,000円） （Ａ×0.75－175,000円） （Ａ×0.75－75,000円）

（Ａ×0.85－685,000円） （Ａ×0.85－585,000円） （Ａ×0.85－485,000円）

7,699,999円
（Ａ×0.95－1,455,000円） （Ａ×0.95－1,355,000円） （Ａ×0.95－1,255,000円）

9,999,999円
10,000,000円 （Ａ－1,955,000円） （Ａ－1,855,000円） （Ａ－1,755,000円）
     以上

  １月1日現在で65歳未満の方で「公的年金の収入金額の合計額」が300万円であり、

公的年金の収入金
額の合計額 Ａ

公的年金の収入金
額の合計額 Ａ



  次に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が適用されます。

① 給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合
 ・本人が特別障がい者に該当する

対 象  ・年齢23歳未満の扶養親族がいる
 ・特別障がい者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

給与等の収入金額（1,000万円を超える場合は1,000万円）から
850万円を控除した金額の10％が控除されます。（15万円を限度とする）

控除額

② 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、
対 象 給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円

を超える場合

給与所得（１０万円を限度）及び公的年金等に係る雑所得（１０万円を限
度）の金額の合計額から１０万円を控除した残額が、給与所得の金額から
控除される。

控除額  所得金額調整控除額＝（給与所得控除後の給与等の金額（10万円を超え
 る場合は10万円）＋（公的年金等に係る雑所得（１０万円を超える場合
 は10万円）－10万円

所得金額調整控除

所得金額調整控除額＝（給与等の収入金額（1,000万円を超える場合は
     1,000万円）－850万円）×10％

 ＊ ①も該当する場合は、①を控除した後の金額から控除します。



所得控除
 所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費が
 あるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、納税義務者の実情に応じた税負担を求め
 るために、所得金額から差引くものです。

前年中に申告者本人や生計を一にする配偶者や親族のために支払った社会
対象 保険料（国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、国民年金、厚生

年金など）
＊扶養している配偶者や親族の公的年金から介護保険料などの社会保険料
 が特別徴収（天引き）されている場合、その社会保険料の支払者は配偶
 者または親族の方となります。

控除額 支払った金額

前年中に支払った次の掛金
 ・小規模企業共済制度に基づく掛金（旧第２種共済掛金を除く）

対象  ・心身障害者扶養共済掛金
 ・確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金または企業型年金
  加入者掛金
 ＊申告者本人分のみが対象となります。
  配偶者や扶養親族の分を合算して申告することはできません。

控除額 支払った金額

 

 社会保険料控除

 小規模企業共済等掛金控除



前年中に申告者本人や生計を一にする配偶者、親族のために支払った生命
対象 保険料、個人年金保険料または介護医療保険料を支払った場合

（配当金や割戻金がある場合は差しひいた金額）

＊全体の控除限度額７万円

契約の種類

契約の種類

 生命保険料控除

控 除 額
一般・個人年金それぞれ計算

年間の支払保険料等 控除額
15,000円以下 支払額全額

15,000円超40,000円以下 支払額×1/2＋7,500円
40,000円超70,000円以下 支払額×1/4＋17,500円

70,000円超 35,000円
控 除 額

一般・個人年金・介護医療それぞれ計算
年間の支払保険料等 控除額
12,000円以下 支払額全額

12,000円超32,000円以下 支払額×1/2＋6,000円
32,000円超56,000円以下 支払額×1/4＋14,000円

56,000円超 28,000円

 地震保険料控除

5,000円以下の場合 …… 支払額全額
5,000円超15,000円以下の場合 …… 支払額×1/2＋2,500円
15,000円を超える場合 …… 10,000円

旧契約
平成23年12
月31日以前
の契約

新契約
平成24年１
月１日以後
の契約

  新契約と旧契約の保険料を合算して申告する場合、一般と個人年金の控除額は
  それぞれ28,000円が上限

対象 前年中に支払った地震保険料または旧長期損害保険料

地震保険料のみを支
払った場合

支払った保険料×1/2 （控除限度額25,000円）

旧長期損害保険料の
みを支払った場合
（限度額10,000円）

両方を支払った場合
地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合、上記算出方
法で算出した両方の控除額の合計額 （限度額25,000円）



  本人や同一生計配偶者及び扶養親族が障がい者である場合

ひとりにつき26万円
 ・身体障害者手帳３～６級の方
 ・精神障害者保健福祉手帳２・３級の方

 ・療育手帳B判定の方
ひとりにつき３０万円
 ・身体障害者手帳１・２級の方
 ・精神障害者福祉手帳１級の方
 ・療育手帳A判定の方
 ＊ 同居特別障害者控除 ５３万円
   控除対象配偶者または扶養親族が、納税義務者または納税義務者と生計を

一にしている親族と同居している特別障害者である場合

１．夫と死別した後婚姻をしていないまたは夫の生死が明らか
 でない方で、合計所得が５００万円以下である。
２．夫と離婚した後婚姻していない方で、子以外の扶養親族を
 有し（前年の総所得金額が５８万円以下に限る）、合計所得
 額が５００万円以下である。
 ＊いずれも事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められ
 る方がいない場合

 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、現に婚姻していない方また
 は配偶者の生死が明らかでない方のうち、次の要件をすべて満
 たす方
 ・合計所得金額が５００万円以下である場合
 ・総所得金額が５８万円以下の生計を一にする子を有する
 ・事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる方がいない
  

 本人が大学、高等学校などの学生や生徒などで、前年の合計所
 得金額が８５万円以下であり、かつ給与所得等以外の所得金額
 が１０万円以下の場合

 障害者控除

 寡婦控除

 ひとり親控除

 勤労学生控除

障
害
者
控
除

２６万円

特
別
障
害
者
控
除

２６万円

３０万円



  申告者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計 
  所得金額が58万円以下で事業専従者に該当しない場合

  申告者本人の合計所得金額が１０００万円以下で、生計を一にする配偶者
 （前年の合計所得金額が１３３万円以下で事業専従者でないものに限る。）

 配偶者控除

申告者本人の合計所得金額

７０歳未満

７０歳以上

 配偶者特別控除

申告者本人の合計所得金額
９００万円超 ９５０万円超
９５０万円以下 １,０００万円以下

５８万円超
  １００万円以下

３３万円 ２２万円 １１万円

１００万円超
  １０５万円以下

３１万円 ２１万円 １１万円

１０５万円超
  １１０万円以下

２６万円 １８万円 ９万円

１１０万円超
  １１５万円以下

２１万円 １４万円 ７万円

１１５万円超
  １２０万円以下

１６万円 １１万円 ６万円

１２０万円超
  １２５万円以下

１１万円 ８万円 ４万円

１２５万円超
  １３０万円以下

６万円 ４万円 ２万円

１３０万円超
  １３３万円以下

３万円 ２万円 １万円

１３３万円超 0 0 0

９００万円以下
９００万円超
９５０万円以下

９５０万円超
１,０００万円以下

配
偶
者
の
年
齢

一般控除対象配
偶者 ３３万円 ２２万円 １１万円

老人控除対象配
偶者 ３８万円 ２６万円 １３万円

配偶者の合計所得
金額 ９００万円以下



 特定親族特別控除

親族等の合計所得金額
（）は給与収入額

控除額

58万円超 95万円以下 （123万円超 160万円以下） 45万円
95万円超 100万円以下 （160万円超 165万円以下） 41万円
100万円超 105万円以下 （165万円超 170万円以下） 31万円
105万円超 110万円以下 （170万円超 175万円以下） 21万円
110万円超 115万円以下 （175万円超 180万円以下） 11万円
115万円超 120万円以下 （180万円超 185万円以下） 6万円
120万円超 123万円以下 （185万円超 188万円以下） 3万円

・居住者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等（その居住者の配偶者及び
 青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が123万円以下である者に限る）で
 控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合には、その居住者のその年分の総
 所得金額等から次のとおりの控除額を控除します。



  生計を一にする親族で、前年の合計所得金額が５８万円以下の場合に控除が適用
  されます。

  前年の合計所得金額が２，５００万円以下の納税者

 扶養控除

 基礎控除

扶養親族 区分 年齢・要件 控除額

一 般 １６～１８歳、２３～６９歳 ３３万円

特 定 １９～２２歳 ４５万円

老 人 ７０歳以上 ３８万円

同居老親等
７０歳以上の同居してる父母等
(申告者本人や配偶者の直系尊属に限る)

４５万円

１６歳未満の扶養親族がいる場合は、控除額が計算されなくとも住民税の計算に必ず
必要ですので、「１６歳未満の扶養親族欄」に必ず記入してください。

申告者本人の合計所得金額 控除額

２，４００万円以下 ４３万円

２，４００万円超  ２，４５０万円以下 ２９万円

２，４５０万円超  ２，５００万円以下 １５万円

２，５００万円超 な し



  その年の１月１日から１２月３１日までの間に 申告者本人や生計を一にする配偶者や、
  その他の親族のために支払った医療費が一定額を超えるときは、控除を受けられます。
   ＊通常の医療費控除とセルフメディケーション税制の併用はできません

申告者本人、又は申告者と生計を一にする配偶者や、その他の親族のために
支払った医療費
・医療費の明細書の添付
        （医療を受けた方の氏名、受診機関名称、金額を記載）
（支払った医療費の額－保険金等により補てんされた額）
   －（総所得金額の５%または１０万円のいずれか少ない額）

医薬品（スイッチOTC医薬品など）を購入した場合
・医療費の明細書
・以下のいずれかの取り組みを行ったことを明らかにする書類
 ①保険者（健康保険組合等）が実施する健康診査【人間ドッグ、各種健
  診等】
 ②市区町村が健康推進事業として行う健康診査
 ③予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
 ④勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
 ⑤特定健康診査（いわゆるメタボ検診）、特定保健指導
 ⑥市区町村が健康推進事業として実施するがん検診
 ※「一定の取り組み」に要した費用は控除の対象とはなりません
 （１年間の特定一般用医薬品等購入費の合計額）
   －（保険金などで補てんされる金額）ー１２，０００円

  ① 差引損失額－総所得金額等×１０％
  ② 差引損失額のうち災害関連支出額－５万円

  ※ ①と②のいずれか多い額

 医療費控除

必要書類・控除額

（限度額２００万円）
申告者本人、又は生計を一にする配偶者や、その他の親族のために特定一般

（限度額８８，０００円）

 雑損控除

申告者本人や生計を一にする配偶者、その他の親族に災害・盗難・横領などによる
損失が生じた場合に控除される

損失金額 － 保険金などで補てんされる金額＝差引損失額
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  次の基本控除額、特例控除額、申告特例控除額の合計額を所得割額から控除します。

  【税額控除の対象寄付金】
  ・都道府県・市区町村に対する寄附金（ふるさと納税）
  ・北海道共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金
  ・北海道や鹿追町が条例で指定した寄附金
              ＊ 住民税には、国に対するものや政党等寄附金特別控除等の制度はありません。

  控除額
  （基本控除）
   （次のいずれか低い金額－２千円）×10％（町6％、道4％）
    ①「都道府県・市区町村に対する寄附金」、「住所地の共同募金会・日本赤十字社

 支部に対する寄附金」「都道府県、市区町村が条例で定める寄附金」の合計額
    ②年間の総所得金額等の30％

  （特例控除）＝ふるさと納税
     「都道府県・市区町村に対する寄附金」（いわゆるふるさと納税）については、
      ２千円を超える場合に基本控除に加算されます。

町民税：（対象寄附金の合計額－２千円）×特例控除率×５分の３
道民税：（対象寄附金の合計額－２千円）×特例控除率×５分の２

＊調整控除後の所得割額の２割を限度

 寄付金税額控除

住民税の課税所得金額－人的控除差調整額 特例控除率

1,950,000円まで 84.895％

1,950,001円から3,300,000円まで 79.79%

3,300,001円から6,950,000円まで 69.58%

6,950,001円から9,000,000円まで 66.517％

9,000,001円から18,000,000円まで 56.307％

18,000,001円から40,000,000円まで 49.16%

40,000,001円から 44.055％



  （申告特例控除額）＝ふるさと納税ワンストップ特例制度
    確定申告や住民税申告が不要な給与所得者や年金所得者で、ふるさと納税の寄附先の
    自治体にワンストップ特例申請書を提出することにより、確定申告等を行わなくても、
    個人住民税の所得割額から寄附金に係る税額控除を受けられる制度
    （所得税における減額分に相当）

町民税：特例控除額（町民税分）×申告特例控除の割合
道民税：特例控除額（道民税分）×申告特例控除の割合

 （町3/5、道2/5）

   特例申請が無効になる場合
＊ 確定申告書の提出もしくは住民税申告を行ったとき
＊ ５団体を超えて寄附先団体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出
＊ 課税市町村に申告特例通知書が送付されないとき
（控除を受けるためには、確定申告書を提出して寄付金控除を受ける必要があり
 ます。）

   ＊＊個人住民税の寄付金税額控除額に1円未満の端数があるときは、1円に切り上げます。

課税総所得金額－人的控除額 割合

1,950,000円まで 84.895分の5.105

1,950,001円から3,300,000円まで 79.79分の10.21

3,300,001円を超え6,950,000円まで 69.58分の20.42

6,950,001円を超え9,000,000円まで 66.517分の23.483

9,000,001円から 56.307分の33.693


